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第１ 大和高田市監査基準への準拠 

この監査は、大和高田市監査基準（令和２年監査委員告示第３号。以下「監査基準」とい

う。）に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

 

第３ 監査の期間 

令和７年７月３日から令和８年１月１４日まで 

 

第４ 監査の対象、実施期間及び対象事務 

１ 監査の対象、実施期間 

 区分 監査実施期間 対象組織 

前期 

第１回 
令和 7 年 7 月 3 日～ 

同年 8 月 28 日 

企画政策部 企画創生課、広報広聴課 

市民生活部 市民衛生課、人権施策課 

地域振興部 
商工振興課、農業振興課、 

スポーツ振興課 

第２回 
令和 7 年 8 月 1 日～ 

同年 10月 8 日 

保健部 健康増進課、保険医療課 

環境建設部 住宅課、都市計画課 

教育委員会事務局教育部 教育総務課（※１）、生涯学習課 

第３回 
令和 7 年 8 月 29 日～ 

同年 10月 17 日 

未来まちづくり局  

総務部 税務課、収納対策課 

福祉部 こども家庭課、保育幼稚園課（※２） 

選挙管理委員会事務局  

農業委員会事務局  

後期 

第１回 
令和 7 年 10月 3 日～ 

同年 11月 4 日 

総務部 
総務課、法務課、財政課、 

契約監理課 

保健部 
介護保険課、 

地域包括ケア推進課 

議会事務局  

第２回 
令和 7 年 10月 3 日～ 

同年 11月 11 日 

福祉部 社会福祉課、保護課 

会計課  

教育委員会事務局教育部 学校教育課、教育支援課 

監査委員事務局  

第３回 
令和 7 年 11月 28 日～ 

令和 8 年 1 月 13 日 

市民生活部 市民課、危機管理課、生活安全課 

環境建設部 

土木管理課、営繕課、下水道課、 

クリーンセンター（企画整備課、

建設企画課、美化推進課） 

第４回 
令和 7 年 11月 28 日～ 

令和 8 年 1 月 14 日 

企画政策部 秘書課、情報政策課、人事課 

地域振興部 まち振興課、文化振興課 

市立病院 

総務課、財務企画課、管理課、 

医事課、看護専門学校、 

訪問看護ステーション 

※１ ６公立保育園、２公立こども園を含まない。 

※２ ６幼稚園、８小学校、３中学校を含まない。 
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２ 対象事務 

令和６年度財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに行政事務の執行 

後期にあっては、令和６年度及び令和７年度（４月１日から基準日まで）の財務に関す

る事務の執行等を対象とした。 

 

第５ 監査の着眼点 

監査に当たっては、監査基準に基づき、財務に関する事務の執行が適正かつ正確に行われ

ているか、また、より少ない費用で、最大限の成果を得ているかを主な着眼点とした。 

なお、事前に過去の監査結果等を参考に、次のとおり重点監査項目と設定した。 

１ 契約関係 

（１） 工事、委託、修繕、物品購入等において、契約を恣意的にして分割していないか。 

（２） 契約書類等に不備はないか。 

（３） 随意契約において不適切なものはないか。 

（４） 契約手続・履行において不適切なものはないか。 

（５） 契約内容を見直す必要のあるものはないか。 

２ 収入関係 

（１） 収入手続において不適切なものはないか。 

（２） 算定誤りなどで過大・過少計上しているものはないか。 

３ 支出関係 

（１） 予算執行は適切に行われているか。 

（２） 旅費等の支給手続は適切に行われているか。 

（３） 支払遅延が生じているものはないか。 

（４） 支払遅延を免れるために不適切な事務処理が行われていないか。 

（５） 過大計上しているものはないか。 

４ その他 

（１） 委託、補助金等の執行において実績報告が適切に行われ、担当部署が履行内容や

団体の繰越金等をしっかり確認しているか。 

（２） 現金の管理・取扱に問題はないか。 

（３） 公有財産（備品、公用車等）の管理は適切に行われているか。 

（４） 法令等に著しく抵触しているものはないか。 

（５） 不適切な事務手続が行われていないか。 

（６） 郵券等の保管・管理は適切に行われているか。 

（７） 内部統制は機能しているか。 

（８） 日付誤りや消せるボールペン使用など文書関係に不備はないか。 
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第６ 監査の実施内容 

対象期間内に執行された事務事業について、提出された資料に基づき、関係諸帳簿類及び

証拠書類等により予備監査を実施し、後期の対象組織にあっては、監査当日に監査委員が担

当職員からその執行状況等の説明を聴取した。 

加えて、事務の執行が適正かつ合理的、効率的に行われているかという行政監査の視点に

より、決算審査及び例月出納検査とも連携して監査を実施した。 

 

第７ 監査の結果 

第１から第６までのとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が

法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び

運営の合理化に努めていると認められた。ただし、当該事務の一部に次のとおり是正又は改

善を要する事項が見受けられたので、軽微なものを除き、監査基準に基づき次のとおり示す。 

最後に、総括において、監査を通じた所感等をまとめたので、今後の事務の執行に当たっ

ての参考とされたい。 

なお、島田宗彦監査委員は、議会事務局の監査について地方自治法第１９９条の２の規定

により排斥した。 
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指摘事項 

１ 共通事項 

（１） 文書事務（文書管理・電子決裁システム）について 

本市における文書の取扱いに関しては、令和６年度から導入された文書管理・電子決裁

システム（以下「システム」という。）を利用して文書の収受、起案、施行、保存等の事務

処理が行われるが、個別事項に記載するもののほか、各所属に共通するものとして次のよ

うな事例が見受けられた。システム導入初期ということもあり、運用の認識不足による誤

りが多数見受けられたので、所管課から出されている文書管理・電子決裁運用方針、大和

高田市文書規則等に基づき適正な事務処理を行われたい。 

また、システムに携わる所管課にあっては、適正な文書管理の推進のため、更なるシス

テム利用に当たってのルールの周知に努められたい。以下は、注意又は改善を要する事項

の一例である。 

指摘内容 該当する課 

施行文書において、起案文書に添付したファイルを

更新せず、公印が押印されていない、文書番号や日

付が空欄などの状態のファイルが添付されていた。 

企画創生課 

情報政策課 

総務課 

危機管理課 

土木管理課 

教育総務課 

秘書課 

人事課 

人権施策課 

まち振興課 

住宅課 

学校教育課 

紙媒体の文書を保管する必要がある場合において、

当該文書が保存用ファイルに保管されていない、印

刷した決裁済み文書を表紙として保管されていない

等、運用方針に則って保管されていなかった。 

秘書課 

総務課 

人権施策課 

生活安全課 

教育総務課 

情報政策課 

財政課 

危機管理課 

土木管理課 

システム上のファイルと保存用ファイルの分類（中

分類）、タイトル（小分類）、保存年限などが相違し

ていた。 

未来まちづくり局 

市民課 

介護保険課 

税務課 

人権施策課 

住宅課 

システム上で、収受文書に対する起案であるが、「収

受」の登録処理をせずに「起案」処理をしているも

のや、「施行」が必要と思われるが、「施行」処理が

されていないものがあった。 

未来まちづくり局 

人事課 

市民課 

危機管理課 

地域包括ケア推進課 

情報政策課 

総務課 

人権施策課 

農業振興課 

住宅課 
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（２） その他文書事務について 

過去の定期監査においても、文書管理において適正でない事務処理が多数見受けられ、

今年度においても同様の指導事項が検出された。以下は、注意又は改善を要する事項の一

例である。 

指摘内容 該当する課 

共通文書、固有文書の区分や分類が、規則に規定さ

れたものと相違していた。 

企画創生課 

税務課 

人権施策課 

社会福祉課 

下水道課 

会計課 

選挙管理委員会事務局 

情報政策課 

収納対策課 

まち振興課 

クリーンセンター 

市立病院 

教育支援課 

保存用ファイルと綴じられている文書の保存年限

が相違していた。 

広報広聴課 

人権施策課 

危機管理課 

スポーツ振興課 

文化振興課 

こども家庭課 

地域包括ケア推進課 

クリーンセンター 

市立病院 

学校教育課 

会計課 

情報政策課 

市民衛生課 

生活安全課 

まち振興課 

社会福祉課 

保育幼稚園課 

都市計画課 

下水道課 

教育総務課 

生涯学習課 

農業委員会事務局 

保存用ファイルについて、文書の完結年度に基づい

て編さんされていない。 

情報政策課 

市民衛生課 

こども家庭課 

健康増進課 

市立病院 

人事課 

保護課 

保育幼稚園課 

クリーンセンター 

 

 

 

（３） 契約事務について [重点項目] 

契約に関する事務について、個別事項に記載するもののほか、各所属に共通するものと

して次のような事例が見受けられたので、その適正な執行を図るとともに、公平性や透明

性を確保するよう事務処理を改められたい。以下は、注意又は改善を要する事項の一例で

ある。 

指摘内容 該当する課 

徴取した見積書において、見積日が記載されていな

い、見積日が事務処理上の時系列に矛盾している、

合計金額が総支出予定額及び予算額を超過している

などの不備があった。 

人事課 

法務課 

市民衛生課 

保険医療課 

市立病院 

教育支援課 

総務課 

市民課 

健康増進課 

クリーンセンター 

教育総務課 

農業委員会事務局 
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規則上契約書を省略できない契約において、請書の

使用や書面による手続をしていない事案が見受けら

れた。 

市民課 

都市計画課 

社会福祉課 

学校教育課 

契約書の内容に誤字や不備があった。 人事課 

税務課 

社会福祉課 

こども家庭課 

教育総務課 

法務課 

市民衛生課 

保護課 

クリーンセンター 

生涯学習課 

契約書では総価契約となっていたが、事業執行伺な

どが単価契約で事務処理されていた。 

収納対策課  

契約書の訂正において、当該契約に関係のない第三

者の捨印が押印されていた。 

人権施策課  

随意契約の根拠規定や、一者見積及び見積書不徴取

の根拠規定が適正でなかった。 

税務課 

介護保険課 

教育総務課 

市民課 

健康増進課 

学校教育課 

保険契約の締結を伺う起案において、事業執行伺で

はなく、通常の起案用紙が使用されていた。 

保育幼稚園課 

土木管理課 

健康増進課 

同一の備品を数回に分割して購入しており、事務手

続が計画性及び効率性に欠けていた。 

学校教育課  

所管する公共施設の総合管理業務委託について、経

費削減の観点から、契約内容の見直しや他の施設と

の一括入札を検討されたい。 

総務課 

文化振興課 

まち振興課 

 

 

 

（４） 旅費請求について [重点項目] 

旅費請求については、普段財務に関する事務をしないような職員であっても、旅費請求

書を作成することから、多くの職員に関係する事務である。それゆえに、軽微なものを含

めて誤りが多数見受けられる。令和８年４月に旅費に関する条例の一部改正が施行される

ため、各自で改正内容を確認するとともに、所管課においても十分な周知に努められたい。

以下は、注意又は改善を要する事項の一例である。 

指摘内容 該当する課 

旅費請求書が作成されているが、実際に請求者に対

して支給されていなかった。 

人事課 

収納対策課 

生涯学習課 

税務課 

保護課 

旅費請求額に誤りがあった。 まち振興課 

保護課 

社会福祉課 

こども家庭課 

日帰り可能である京都市内への旅行に対して、合理

的かつ適正な理由もなく、宿泊料が支給されていた。 

保育幼稚園課  
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（５） 補助金等交付事務について [重点項目] 

補助金等交付事務については、大和高田市補助金交付規則その他個別関係例規に基づき

事務処理が行われているが、各所属に共通するものとして次のような事例が見受けられた

ので、補助金の適正な支出を図るとともに、その成果の確認が行われるよう事務処理を改

められたい。以下は、注意又は改善を要する事項の一例である。 

指摘内容 該当する課 

補助金額を決定するための要綱に不備があった。 住宅課  

補助金要綱に規定されている要件の確認が十分にさ

れていなかった。 

クリーンセンター  

受付した補助金申請書に不備があったが、是正をせ

ずに交付決定を行っていた、交付決定通知書の内容

に誤りがあった等の事案が見受けられた。 

市民衛生課 

農業振興課 

学校教育課 

商工振興課 

住宅課 

補助事業内容に変更があったにもかかわらず、適正

な手続がとられていなかった、実績報告書の内容が

適正を欠いていた、実績報告書の提出が速やかにさ

れていなかった等の事案が見受けられた。 

学校教育課 教育支援課 

 

（６） 債権管理について 

債権を管理する各所管課においては、公平性の確保という観点から適正な債権管理に取

り組まれているところであるが、引き続き新たに未収金を発生させない措置を直ちにとる

とともに、未収金の早期解消に努め、収入未済額の削減に一層取り組まれたい。以下は、

注意又は改善を要する事項の一例である。 

指摘内容 該当する課 

市有地貸付料の督促に記載されている納付期限が、

その発布日の翌日から起算して 15日以内となってお

らず、条例に違反していた。 

総務課  

保育料の債権管理において、不納欠損に至るまでに

適正な事務手続や滞納処分がとられていなかった。 

保育幼稚園課  

利用者負担に不公平が生じないよう介護保険制度へ

の理解を深めてもらえるよう周知し、効率的な滞納

整理に取り組まれたい。 

介護保険課  

令和７年３月議会で可決された権利放棄の案件（住

宅新築資金等貸付金：約 1,200 万円、市営住宅弁償

金：約 800 万円）について、令和６年度内に不納欠

損処分の手続が適正に行われていなかった。 

住宅課  

下水道使用料の賦課徴収漏れについて、時効を迎え

ていない約 400 万円のうち、未だ接触できていない

対象者へのフォローを適切に行い、未収金額の縮減

に努められたい。 

下水道課  

水洗便所改造資金貸付基金における約 250 万円の滞

納不明金について、今後同じ事案が発生しないよう

債権管理及び文書管理の体制強化を徹底されたい。 

下水道課  

教職員等の駐車場使用料について、要綱で規定され

ている納付期限が遵守されていなかった。 

教育総務課  
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奨学資金貸付金の償還について、文書送付以外の折

衝をしておらず、納付がない状態が続いているため、

今後の方向性を早期に検討されたい。 

学校教育課  

 

 

 

（７） 備品管理について [重点項目] 

備品の管理については、大和高田市会計規則第 72条において、「会計管理者又は当該物

品を使用する職員（以下「使用職員」という。）は、その保管に属する物品を常に良好な状

態において保管しなければならない。」と、同第 73 条及び第 74 条において、購入後使用

者等に変更があった場合や所管換えがあった場合には、確認印を押印し、台帳を更新する

ことになっている。しかしながら、台帳の体裁を整えることに意識がいくあまり、備品の

保管、処分等の事務手続が形骸化し、本質的な意味でのチェック機能が働いておらず、財

産の適正管理の意識が希薄であると言わざるを得ない。事務手続上更新がなくとも、台帳

と現物との照合は定期的に行われるべきである。監査においても、適切に備品管理が行わ

れているか、現地調査を検討する余地がある。以下は、注意又は改善を要する事項の一例

である。 

指摘内容 該当する課 

令和６年度に購入した備品について、備品台帳の作

成がされていなかった。 

学校教育課  

備品台帳において、所属長や使用者に変更があった

にも関わらず、更新がされていなかった。 

情報政策課 

議会総務課 

介護保険課 

 

 

 

（８） その他の指摘事項 [重点項目] 

不適切な事務手続及び不適切な予算執行が見受けられたので、直ちに事務事業を改善さ

れ、適正な事務手続等を徹底されたい。 

指摘内容 該当する課 

消防団幹部研修について、参加者及び随行した市職

員の旅費が公費から支出されているが、公費支出が

妥当な研修内容となっておらず、報告（復命）も上が

っていないため、不適切な予算執行であると言わざ

るを得ない。事業廃止を含めた実施の適否を検討す

べきである。 

危機管理課  

本市の現行の規程では、市長の決裁事項に「公有財産

の貸付け及び目的外使用の許可」があり、当該事務の

決裁権者は市長（市長部局以外にあっては執行機関

の長）と解釈するのが妥当であるが、多くの課で部長

又は課長の専決によって事務処理されていた。規程

と実態に齟齬があるように思われるため、効率的に

事務処理が行えるよう改善されたい。 

総務課 

保育幼稚園課 

市立病院 

社会福祉課 

住宅課 

教育総務課 
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交際費の支払において、資金前渡により現金を受領

しているにもかかわらず、私費による立替払を行っ

ていた。 

立替払は、地方自治法及び同施行令並びに大和高田

市会計規則等に規定されていない不適切な支払方法

である。公費と私費の混在は、会計経理を誤らせる原

因となるため、今後は、地方自治法等の関係法令及び

規則に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

なお、本指摘は過去にも行っており、その都度今後は

改める旨の回答があったが、改善されることなく、不

適切な事務手続と分かりながら改める姿勢がないの

は、誠に遺憾であり、内部統制が機能していないと言

わざるを得ない。 

市立病院  

 

２ 個別事項 

（１） 未来まちづくり局 

対象課 指摘・意見 

未来まちづくり局 消防署へ提出する書類において、規則で定められている提出期日が

遵守されていなかった。 

 

（２） 企画政策部 

対象課 指摘・意見 

秘書課 交際費執行について、他市で行われているホームページ上での公開

を検討し、透明性の確保に努められたい。 

情報政策課 マイナポータル上でできる手続等、市役所に来庁しなくてもできる

オンライン手続の啓発に努められたい。 

人事課 ノー残業デーの報告をしていない課に対して、フォローが行われて

いなかった。 

企画創生課 

広報広聴課 

共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 

 

（３） 総務部 

対象課 指摘・意見 

総務課 公有財産台帳システムが機能していないにもかかわらず、修繕や代

替システムの導入など適切な処置ができていなかった。 

財政課 ・繰越金の予算科目（説明）を誤って計上していた。 

・経常収支比率の改善について、他市の成功事例を研究し、本市で

もできることがないか検討されたい。 

・駐車場事業特別会計の繰上充用について、特別会計としての運用

のあり方を早期に検討されたい。 

契約監理課 ・電子契約システムの利用割合が１割未満のため、契約監理という

視点からシステム利用拡大を検討し、円滑かつ適正な契約監理に

努められたい。 

・電子入札システムの対象となる案件の拡大、及び落札後の電子契

約との円滑な連携の推進を図られるよう努められたい。 
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法務課 

税務課 

収納対策課 

共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 

 

（４） 市民生活部 

対象課 指摘・意見 

市民課 ・近年他市で頻発している書類の誤送付による個人情報漏洩を防ぐ

ために、使用する封筒を宛先が確認できる窓あき封筒に統一する

ことを検討されたい。 

・自動車臨時運行許可証及び番号標について、適正に制度が運用さ

れるよう、返納されなかった場合の罰則について周知を徹底され

たい。 

人権施策課 一部の隣保館及び青少年会館において、施設の使用許可についての

事務を決裁権限のないものが専決していた。 

市民衛生課 契約相手方から受領した報告書において、未決裁や未起案の状態で

保管されていた。 

危機管理課 ・「雨水出水浸水想定区域作成業務」の成果物の活用方法について、

貴重なデータのため利用上の留意事項を添えた上で、市民等に周

知する目的でインターネット上での公表等を検討されたい。 

・「カセットボンベ式可搬型発電機」などの防災機材その他の防災用

品（備蓄品）等を変更した際には、積極的に住民への周知及び試

運転、点検等を適切なタイミングに行うよう検討されたい。 

・物品備品購入に係る歳出予算額の積算根拠が曖昧なため、支出済

額（契約金額）と大きく乖離している現状から、適正な予算額の

把握及び決定を行うよう事務を改めたい。 

生活安全課 ・生活安全課において JR西側駐車場の管理をしている事務分掌が適

切かどうか疑問であり、もっと防犯などの観点に注力されたい。 

・駐車場事業特別会計において約３億 5,000 万円の累積赤字がある

が、事業の運用方法について所管課として方向性を財政課と協議

されたい。 

 

（５） 地域振興部 

対象課 指摘・意見 

商工振興課 概算払で支出した費用について、精算処理の方法を誤ったために、

財務会計システムに未精算として記録されていた。 

スポーツ振興課 ・事務引継ができていないことや支払期限の誤認を理由とした支払

遅延が多く見受けられた。 

・課長名で発信している文書に市長公印が押印されていた。 

文化振興課 消防設備点検において不備が指摘されていたが、適切な措置がとら

れておらず、中長期の修繕計画等が作成されていなかった。 

まち振興課 

農業振興課 

共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 
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（６） 福祉部 

対象課 指摘・意見 

社会福祉課 ・自立支援給付費等の返還金について、市だけでは対応しきれない

案件が増加しているため、県や国に制度見直しの要望を働きかけ

るべきである。 

・さくら荘の今後について、修繕費用や施設の有効活用を考え、関

係各所と調整しながら方向性を検討されたい。 

保護課 ケースワーカーの配置が法定基準を下回っている。システム導入な

ど業務の効率化に取り組まれているが、人員が充足するよう改善さ

れたい。 

こども家庭課 

保育幼稚園課 

共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 

 

（７） 保健部 

対象課 指摘・意見 

健康増進課 

介護保険課 

地域包括ケア推進課 

保険医療課 

共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 

 

（８） 環境建設部 

対象課 指摘・意見 

土木管理課 維持管理、点検業務、工事発注など全般のマニュアルはなく、業務

に関し国のマニュアルがあるということだが、現状に応じたマニュ

アルは適宜作成し、更新するなどして、整備しておく必要があるた

め、作成等されるように改めたい。 

住宅課 住宅使用料の徴収率について、徴収額に不納欠損額を含めて算出さ

れていた。 

クリーンセンター ・計画中のマテリアルリサイクル施設稼働後を見越した適正な人員

配置について透明化を図り、実態を反映できるよう他市の事例を

参考に検討されたい。 

・循環型社会の実現を目指すため、コカ・コーラボトラーズジャパ

ン（株）と「ペットボトル資源循環リサイクルに関する事業連携

協定」を締結されているが、持続可能な循環型社会の形成に向け

た取組の推進及び広報活動並びに市民へ広報・周知を積極的に行

うよう改めたい。 

営繕課 

都市計画課 

下水道課 

共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 
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（９） 市立病院 

対象課 指摘・意見 

総務課 

財務企画課 

管理課 

医事課 

看護専門学校 

訪問看護ステーション 

共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 

 

（10） 会計課 

対象課 意見 

会計課 会計事務マニュアルについて、最後の更新から年月が経過している

ため、現行法規や社会情勢に合わせて適宜見直しをされたい。 

 

（11） 教育委員会事務局教育部 

対象課 指摘・意見 

学校教育課 学校施設及び設備の使用許可について、決裁がとられていなかった。 

生涯学習課 学校運営協議会において、規則で定められた要件を満たしていない

にもかかわらず、会議が開催されていた。 

教育総務課 

教育支援課 

共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 

 

（12） 選挙管理委員会事務局 

対象課 指摘・意見 

選挙管理委員会事務局 共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 

 

（13） 監査委員事務局 

対象課 指摘・意見 

監査委員事務局 監査委員報酬の支払いにおいて、源泉徴収額に誤りがあった。 

 

（14） 農業委員会事務局 

対象課 指摘・意見 

農業委員会事務局 共通事項に記載するものを除き、特筆すべき事項はなかった。 

 

（15） 議会事務局 

対象課 指摘・意見 

議会総務課 政務活動費交付事務において、減価償却費の計算に誤りがあった。 
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総 括 

今回、本市監査基準に基づき、各監査対象部局における事務の執行に関し監査を実施したと

ころであるが、全体に共通して見受けられた特に留意すべき点について、次のように述べてお

く。 

 

まず、全体に共通なものとして、令和６年６月からの「文書管理・電子決裁システム」の運

用開始に際し、文書管理・電子決裁運用方針の策定や大和高田市文書規則の一部改正が行われ

るなど、文書の取扱いに係る庁内ルールが整備されたが、今回の定期監査を通じ、特に各所属

における文書の収受、決裁後の施行文書又は契約書副本の文書管理システムへの登録に係る事

務処理において、当該運用方針のルールに基づく運用が行われていない、浸透していない事例

が数多く見受けられた。これらのことを踏まえ、電子化された公文書を長期間にわたり適正に

保存し、将来にわたって安定的な利用を可能とするために、文書保存年限をはじめ、決裁区分

やファイル添付等の庁内ルールについて職員一人ひとりが共通の理解を持てるよう、「文書管

理・電子決裁システム」の適正な運用及び事務処理について、マニュアルの更新又は研修の実

施等と併せて、庁内通知を徹底するなど当該事務に対して理解を深める機会を更に確保された

い。 

 

また、市の各債権の管理に係る手続や要綱における不備、事務処理において規則などルール

に基づく運用が行われていない事例が見受けられた。 

今回の指摘のあった事例については、今回の監査対象部局において見受けられたものではあ

ったものの、全庁的なリスクとして潜在していると推察されるものであることから、今回の監

査の結果を、全部局が他人事ではなく「自分事」と受け止め、改めて事務の検証を行う必要が

あると考える。 

誤った原因を組織として検証し、再発の防止に努めることが健全な行政運営を行う上で重要

なことである。職員一人ひとりがその事務手続の根拠となる法令等を理解し、リスクを考え運

用を行うことが、コンプライアンス（法令遵守）の意識を高めることとなり、市民からの信頼

を得る行政運営につながるものと考える。 

 

そのためには、組織と職員個々が自浄能力を高める必要があり、行政管理の観点から、その

仕組みを構築することが重要であると考える。前段でも述べたが、事務マニュアルの更新や研

修機会の確保など、合規性を高めるために部局をまたいだ取組の更なる実施を望むものである。 

 

本市では、令和６年度決算における経常収支比率が県内市町村で最下位である 99.8％となっ

たことを受け、「今後の財政状況改善に向けた取り組み」の計画をまとめ、令和７年 12月に公

表された。経常収支比率は、人件費や扶助費などの経常的経費が、市税等の経常的収入でどの

程度賄えているかを示す指標である。本市の場合、義務的な経費以外に使える財源がほとんど

なく、弾力性のある財政運営ができない財政状況であり、より一層、事業の「選択と集中」に
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よる効率的な行政運営が求められている。先の決算審査意見書においても述べたが、歳出の削

減は言うまでもなく、ふるさと応援寄附金など経常的な収入以外の歳入確保対策の強化も検討

されたい。 

以上の点を踏まえて、エビデンスに基づく政策形成による投資の最適化や財政余力の創出と

いう視点に立ち、丁寧な効果分析や施策へのフィードバック等を踏まえた各種行政計画を推進

し、持続可能な行財政運営に取り組まれたい。 


